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問

題

の

提

起

李
朝
枇
舎
に
お
い
て
も
本
質
的
に
は
西
欧
や
日
本
社
曾
と
同
一
の
歴
史
的
設
展
が
あ
っ
た。

に
も
拘
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
『
封
建
的
』
関
係
が

成
立
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
園
家
権
力
の
農
民
に
射
す
る
俸
統
的
支
配
様
式
や
農
村
社
舎
に
お
け
る
共
同
践
的
結
合
様
式
の
相
違
、
と
く
に
同

族
結
集
の
強
さ
が
嘗
時
の
地
主
・
佃
戸
の
関
係
と
い
う
支
配
・
隷
属
関
係
を
明
確
な
ら
し
め
ず
、
そ
の
階
級
的
矛
盾
を
公
然
と
準
行
さ
せ
な
か

っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
封
立
関
係
を
緩
和
し
、
か
つ
査
曲
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
闘
係
を
有
す
る
李
朝
杜
舎
に
お
け
る
地
主
制
と
は
、
典
型
的
な
封
建
領
主
と
一
躍
異
な
っ
た
運
動
法
則
を
も
つ
も
の
で

あ
り
、
と
く
に
東
洋
的
専
制
園
家
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
中
央
集
権
的
官
僚
制
の
成
立
を
伴
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
は
っ
き
り
し
た
特
徴
を

顛
わ
す
の
で
あ
っ
て
、
近
世
的
な
地
主
制
と
は
段
階
的
な
規
定
が
具
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
嘗
時
の
土
地
所
有
欄
係
が
支
配
・
隷
属



の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ま
だ
、
公
法
的
秩
序
の
機
能
、
品
川
私
法
的
秩
序
の
機
能
か
ら
分
化
し
て
い
な
い
李
朝
社
禽
の
も
と
で
、
地

主
制
は
公
法
的
意
味
で
の
園
家
権
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
そ
の
牧
租
鐙
系
に
依
存
し
な
が
ら
、
佃
戸
経
営
か
ら
地
代
を
枚
取
し
て
い
た
。

そ
の
牢
面
、
地
主
経
営
は
佃
戸
経
営
の
瑳
展
と
同
一
の
経
済
的
基
盤
に
立
ち
、
園
家
擢
力
の
規
制
を
排
除
し
つ
つ
土
地
に
封
す
る
私
的
権
利

を
確
立
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
地
主
制
を
う
み
出
し
た
佃
戸
経
営
の
性
格
と
そ
の
再
生
産
関
係
、
す
な

わ
ち
地
主
と
佃
戸
と
の
直
接
的
な
封
立
関
係
は
、
果
し
て
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
李
朝
祉

現
在
準
め
ら
れ
て
い
る
諸
研
究
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

舎
の
構
造
分
析
に
お
け
る
基
礎
的
課
題
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
根
本
的
な
究
明
は
、

し、。
し
か
し
、
現
在
ま
で
に
積
み
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
若
干
の
貫
誼
研
究
の
成
果
か
ら
嘗
時
の
地
主
・
佃
戸
開
係
の
歴
史
的
性
質
に
つ
い
て
何

ら
か
の
示
唆
を
得
る
こ
と
は
、
必
ら
ず
し
も
不
可
能
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
李
朝
時
代
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
研
究
と
し
て
は
、
和

田
一
郎
の
『
朝
鮮
主
地
地
税
制
度
調
査
報
告
書
』
(
朝
鮮
線
督
府
編
)
を
は
じ
め
、
千
寛
字
の
『
韓
園
土
地
制
度
史
』
(
下
)
、
(
民
族
文
化
史
大
系
第
一
一
〉
、

『
朝
鮮
田
制
考
』
(
朝
鮮
穂
督
府
中
極
院
編
可
朴
時
亨
の
『
朝
鮮
土
地
制
度
史
』
(
中
〉
、
周
藤
吉
之
の
l

『
高
麗
朝
か
ら
李
朝
に
至
る
田
制
改
革
』

〈
東
直
撃
第
三
輯
)
、
旗
回
鋭
の
『
李
朝
初
期
の
公
団
』
(
朝
鮮
史
研
究
論
文
集
第
三
)
、
深
谷
敏
識
の
『
鮮
初
の
土
地
制
度
一
斑
』
〈
史
皐
雑
誌
第
五
O
編

第
五
、
六
貌
)
・
『
科
団
法
か
ら
職
田
法
へ
』
(
向
上
第
五
一
編
第
九
、
一

O
挽
〉
な
ど
、
か
な
り
多
く
の
論
文
及
び
編
著
書
が
み
ら
れ
る
。

け
れ
，ど
も
、
本
稿
の
主
題
と
す
る
李
朝
初
期
に
お
け
る
土
地
所
有
関
係
の
内
部
構
造
、
特
に
直
接
的
生
産
者
の
歴
史
的
ま
た
は
階
級
的
性
質

に
つ
い
て
は
参
考
と
す
る
に
足
る
資
料
が
以
上
の
諸
研
究
に
は
少
な
い
。
こ
の
観
黙
か
ら
い
え
ば
、
周
藤
吉
之
の
『
麗
末
鮮
初
に
於
け
る
農
荘
、

に
就
て
』
(
青
丘
事
叢
第
一
七
省
)
、
ま
た
『
高
麗
末
期
よ
り
朝
鮮
初
期
に
至
る
奴
稗
の
研
究
』
(
歴
史
国
軍
研
究
第
九
轡
第
一

J
四
貌
〉
金
錫
亨
の
『
朝

鮮
封
建
時
代
農
民
の
階
級
構
成
』
(
一
九
五
七
年
〉
深
谷
敏
織
の
『
朝
鮮
の
土
地
慣
行

《
並
作
宇
牧
》
試
論
』
(
位
曾
経
済
史
筆
第
二
巻
第
九
鋭
〉
、

有
井
智
徳
の
『
李
朝
初
期
の
私
的
土
地
所
有
関
係
』
(
朝
鮮
史
研
究
曾
論
文
集
第
三
〉
な
ど
の
諸
論
文
が
あ
り
、
ま
た
本
稿
の
封
象
と
す
る
年
代
と

は
ず
れ
た
、
よ
り
後
の
時
代
(
一
七
J
八
世
紀
〉
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
有
盆
な
一
示
唆
を
興
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
金
容
獲
の
『
量
案
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の
研
究
』
・
『
綴
・
量
案
の
研
究
』

ハ『
朝
鮮
後
期
農
業
史
研
究
』所
牧
〉
そ
の
他
、

な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

高
麗
末
か
ら
李
朝
初
期
に
か
け
て
、
貴
族
や
口
問
官
郷
吏
ら
の
大
土
地
所
有
、
特
に
「
農
荘
」
に
お
い
て

《並
作
牢
牧
》
と
呼
ば
れ
る
小
作
制

が
贋
汎
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
関
係
の
も
と
に
鹿
子
・
佃
客
・
佃
戸
・
荘
客
・
伴
梢
・
雇
工
・
並
作
人
な
ど
と
い
わ
れ
る
農
民
階
層
が
大
量
に
存

ま
た
許
宗
浩
の

『
朝
鮮
封
建
末
期
小
作
制
研
究
』
(
一
九
六
五
年
〉

在
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
寅
で
あ
る
。

し
か
し
、
従
来
、
李
朝
農
村
社
曾
に
お
け
る
並
作
制
の
存
在
は
一
躍
認
め
ら
れ
て
レ
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
一
つ
の
小
作
慣
行
と
し
て
し
か

認
識
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
佃
戸
H
並
作
人
な
ど
の
歴
史
的
範
腐
と
し
て
の
具
健
的
な
特
徴
づ
け
が
依
け
て
い
る
の
が
、
既
成
の
諸
研
究

の
主
な
傾
向
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
輿
え
ら
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
李
朝
初
期
に
お
け
る
地
主
H
佃
戸
の
関
係
と
し
て
の
並
作
制
が
果
し
‘
て
封
建
的
な
も
の
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で
あ
る
か
ど
う
か
、
も
し
封
建
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
一
形
態
に
お
い
て
封
建
的
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
護
展
過
程
の
歴
史

的
傾
向
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
第
一
に
考
え
る
べ
き
問
題
は
レ
う
ま
で
も
な
く
、
佃
戸
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
佃
戸
に
つ
い
て
は
、
高
麗
史
世
家
忠
烈
王
二
四
年
七

月
乙
酉
僚
に
、

慮
干
耕
人
之
回
、
腸
租
其
主
、
傭
調
於
官
、
即
佃
戸
也
、
時
纏
貴
多
耳
県
民
、
謂
之
魔
子
、
以
遁
三
税
、
其
弊
尤
甚
。

(
傍
鮎
筆
者
)

と
あ
る
規
定
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
は
、
ま
ず
、

ω嘗
時
の
佃
戸
が
「
開
租
其
主
」
と
い
う
単
な
る
小
作
人
で
な
く
、

る
よ
う
に
園
家
に
劃
し
て
原
則
的
に
貢
賦
・
揺
役
の
義
務
を
負
鎗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
身
分
的
に
は
自
由
民
文
は
公
民
ハ
H
良
民
〉

で
あ
っ
た
こ
と
。

ωそ
し
て
賓
際
に
は
佃
戸
が
「
慮
千
」
と
も
呼
ば
れ
、
嘗
時
の
良
民
屠
と
賎
民
層
主
の
中
間
地
帯
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
『
身

良
役
賎
』
や
『
干
尺
之
働
』
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
、
賎
民

(
U奴
糊
む
と
大
差
な
い
祉
舎
的
身
分
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
嘗
時
の
佃
戸
、が
法
制
的
H
H
身
分
的
に
良
民
・
自
由
民
で
あ
る
こ
止
は
そ
の
ま
ま
佃
戸
の
現
賓
の
階
紐
的
性
格
を
規
定
す
る
も
の
で
な

「
庸
調
於
官
」
と
あ



く
、
ま
た
、
地
主

U
佃
戸
の
関
係
と
い
う
生
産
関
係

(U並
作
制
〉
は
嘗
時
の
法
制
的

U
身
分
的
階
層
の
匿
別
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
な

性
質
の
も
の
で
も
た
か
っ
た
。

李
朝
園
家
の
統
治
様
式
を
身
分
制
度
の
う
え
か
ら
み
る
と
、
大
雑
把
に
い
っ
て
自
作
農
民
を
中
心
と
す
る
中
間
階
層
を
一
般
の
『
良
民
」
と

し
、
そ
の
分
解
に
よ
っ
て
析
出
し
た
支
配
階
級
を
土
大
夫
『
南
班
』
、
被
支
配
階
級
を

!司
賎
民
』
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
し
詳

し
く
観
れ
ば
、
各
身
分
の
内
容
も
一
様
で
な
い
た
め
、
こ
r
の
事
買
に
劃
麗
し
て
第
二
次
的
な
諸
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
良
民
戸
に
つ
い
て
い
え

ば
、
そ
の
中
仁
す
で
に
事
寅
，上
支
配
階
級
化
し
て
い
る
地
主
や
富
農
が
存
在
し
、
李
朝
初
め
に
は
彼
ら
を
一
般
の
良
民
と
違
う
閑
良
i

品
官
・

戸
長
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
例
え
ば
、
科
拳
に
よ
る
園
政
参
加
は
形
式
上
全
良
民
に
開
放
さ
れ
て
い
た
が
、
事
責
上
こ
の
屠
に
よ
っ
て
官
吏

へ
の
進
出
は
濁
占
さ
れ
て
い
た
。

次
に
標
準
的
自
作
農
で
あ
る
良
民
戸
は
、
戸
首
文
は
正
戸
と
し
て
園
家
に
よ
る
役
戸
編
成
の
基
幹
部
分
を
な
し
た
が
、
地
主
・
富
農
に
割
躍

し
て
析
出
し
た
佃
戸
・
雇
工
な
ど
は
賎
民

(
U奴
縛
)
と
並
ん
で
事
責
上
の
被
支
配
階
級
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

以
上
の
匡
分
は
、
嘗
時
の
李
朝
権
力
の
統
治
組
織
の
形
式
で
あ
る
役
制
編
成
の
上
で
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω雨
班
・
閑
良
か
ら
な
る
支
配
階
級
と
奴
稗
・
佃
戸
な
ど
か
ら
な
る
被
支
配
階
級
と
の
間
で
の
「
私
役
」
関
係
、

同
標
準
的
自
作
農
を
中
心
と
す
る
良
民
層
に
射
し
て
園
家
が
強
制
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
園
役
」

- 89一

(
H公
役
)
関
係

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
雨
者
は

ωが
歴
史
的
護
展
を
示
し
、
倒
が
古
代
以
来
の
「
東
洋
的
専
制
」
の
延
長
で
あ
る
と
言

っ
た
切
り
離
さ

れ
た
存
在
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
倒
は

ωの
表
現
す
る
生
産
関
係
を
同
時
に
一
身
に
瞳
現
す
る
と
い
う
意
味
で
南
者
は
共
通
の
再
生
産
論
理
を
も
ち
、
従
っ
て
、
災

害
・
生
産
力
の
不
均
等
な
蟹
化
な
ど
に
よ
っ
て
倒
が
分
解
し
て

ωを
析
出
し
、

ωを
構
成
す
る
雨
階
級
の
上
昇
又
は
下
降
が
倒
へ
還
元
す
る
と

@
 

い
う
「
分
解
・
還
元
」
の
循
環
関
係
に
よ

っ
て
規
定
し
合
い
共
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
佃
戸
H
並
作
人
な
ど

い
ろ
い
ろ
の
名
穏
を
も

っ
て
呼
ば
れ
た
農
民
は
嘗
然
多
様
な
形
態
を
含
む
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
「
農
奴
」
と
一
律
に
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特
質
づ
け
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
一
庫
、
既
存
の
責
料
が
示
す
範
園
で
い
え
ば
、
少
く
と
も
初
期
の
佃
戸
は
別
個
に
自
己
の

経
営
地
を
所
有
し
、
そ
れ
を
耕
作
し
た
の
ち
の
剰
儀
努
働
を
も
っ
て
地
主
の
所
有
地
を
小
作
し
た
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
『
無
田
之
民
』
と

い
わ
れ
る
貧
農
が
佃
戸
と
な
り
、
地
主
に
「
投
托
」
し
て
直
接
に
隷
属
す
る
並
作
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
主
H
佃
戸
閥
係
を
よ
り
具
睡

的
に
見
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
類
型
と
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
佃
戸
の
中
で
も
雇
工
・
稗
失
な
ど
の
よ
う
な
屠
で
あ
っ
て
、
身
分
上
は
一
躍
良
民
で
あ
り
な
が
ら
主
人
の
家
に
入
籍

さ
れ
(
三
節
参
照
)
、
.
法
律
的
に
も
「
世
停
奴
蝉
」
の
よ
う
な
祉
禽
的
地
位
に
陥
っ
て
い
る
奴
蝉
的
な
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
、
各
種
の
役
か
ら

逃
避
す
る
た
め
、
又
は
、
品
官
郷
吏
ら
の
横
暴
に
よ
り
「
塵
良
矯
賎
」
さ
れ
た
場
合
な
ど
に
、
自
己
の
土
地
か
ら
離
脱
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
無

依
無
告
之
小
民
」
が
、
営
時
麿
汎
な
土
地
粂
併
を
行
な
っ
て
い
た
大
土
地
所
有
者
、
特
に
こ
れ
ら
の
農
荘
に
投
托
し
て
容
臆
さ
れ
て
い
た
層
で

あ
る
。
こ
の
階
層
は
、
た
と
え
彼
ら
自
身
に
輿
与
え
ら
れ
た
一
片
の
土
地
に
お
け
る
濁
立
の
小
経
営
主
睡
で
あ
っ
て
も
、
牛
・
農
百
六
・
種
子
・
肥

料
さ
ら
に
濯
概
施
設
す
ら
所
有
し
て
い
る
地
主
に
依
存
し
て
、
彼
の
監
督
・
管
理
の
下
で
す
べ
て
の
生
産
手
段
は
勿
論
、
糧
穀
さ
え
も
支
給
さ

れ
る
。
李
朝
時
代
に
は
そ
れ
に
劃
す
る
元
利
を
牧
穫
の
牟
ば
と
共
に
回
牧
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
位
禽
的
地
位
は
「
債
務
奴
隷
」
に
近

い
も
の
で
、
そ
の
中
に
は
「
屯
田
之
民
」
の
場
合
の
よ
う
に
住
宅
さ
え
貸
し
て
も
ら
っ
て
い
る
佃
戸
も
い
た
。
そ
し
て
第
三
は
、
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土
地
を
除

い
て
牛
・
農
具
・
種
子
な
ど
の
生
産
手
段
の
一
部
を
所
有
し
又
は
自
給
し
う
る
佃
戸
で
あ
っ
て
、
地
主
に
劃
し
て
同
一
の
「
牢
牧
」
と
言
っ
て

も
、
そ
の
負
措
す
る
地
代
率
に
前
者
と
比
べ
て
一
定
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
佃
戸
が
形
式
的
に
は
、
濁
立
の
小
経
営
の
主
佳
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
濁
立
性
の
内
容
を
み
れ
ば
、
右
記
の
如
く
、
地
主

へ
の
奴
蝉
的
隷
麗
者
さ
え
含
ん
で
お
り
、
従
っ
て
地
主
と
佃
戸
と
を
結
ぶ
並
作
制
に
少
な
く
と
も
李
朝
初
期
に
お
い
て
は
一
定
の
「
小
作
権
」

と
呼
ば
れ
う
る
も
の
が
責
在
し
た
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
並
作
制
は
形
式
的
に
は
一
つ
の
小
作
闘
係
で
あ
り
、
た
と
え
口
頭
で

あ
っ
て
も
契
約
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
寅
的
に
は
嘗
時
の
地
主
は
む
し
ろ
「
奴
主
」
と
も
い
う
べ
き
立
場
で
、
従

来
の
奴
稗
に
封
す
る
停
統
的
支
配
親
念
を
も
っ
て
、
佃
戸
が
良
民
で
あ
っ
て
も
依
然
と
し
て
そ
の
「
私
役
」
ハ
奴
主
礼
私
奴
縛
〉
関
係
を
そ
の
ま



ま
適
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
賓
際
、
初
期
に
お
け
る
並
作
制
の
も
と
で
は
、
並
作
料
五
割
ハ
H
H
半
政
〉
と
い
う
地
代
の
ほ
か
に
も
ー地
主
に
劃

し
て
は
重
い
賦
役
勢
働
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
賦
役
も
原
則
的
に
は
圏
一
役
の
場
合
と
同
様
、
佃
戸
の
家
族
に
ま
で
畏
ぶ
も
の
で

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
佃
戸
の
地
主
に
射
す
る
隷
属
関
係
は
奴
押
的
な
も
の
か
ら
隷
属
農
民
的
な
も
の
に
至
る
多
様
な
形
態
を
示
し
て
い
る
が
、
佃
戸
が
慣

に
も
濁
立
の
小
経
営
者
で
あ
る
限
り
、
多
数
の
佃
戸
経
営
の
中
に
は
種
々
の
経
営
僚
件
の
差
異
が
あ
り
う
る
し
、
と
く
に
家
族
務
働
力
の
質
的

・
量
的
費
動
に
よ
っ
て
そ
の
内
部
に
は
次
第
に
階
層
分
解
が
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
土
地
を
集
積
し
て
そ
の
耕
作
規
模
を
援
張
し
た
佃
戸
経
営
、

の
一
部
は
上
昇
し
て
標
準
的
自
作
農
と
な
り
、
な
お
自
分
の
家
族
第
働
力
の
耕
作
能
力
を
超
え
る
部
分
は
零
細
化
し
つ
つ
あ
る
他
の
佃
戸
に
貸

輿
し
小
作
さ
せ
て
自
ら
地
主
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
反
面
、
こ
の
上
昇
す
る
佃
戸
に
劃
臆
し
て
析
出
し
た
多
く
の
零
細
佃
戸
は
、
前

述
の
特
徴
か
ら
考
え
て
、
た
と
え
身
分
的
に
は
良
民
に
止
ま
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
地
主
に
劃
す
る
現
賓
の
隷
属
的
性
質
は
一
層
奴
縛
的
形
態
に

近
い
も
の
と
な
る
。
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例
え
ば
、
「
慶
植
田
園
、
占
良
人
、
使
之
如
奴
隷
」
(
李
朝
世
宗
貫
録
二
七
年
四
月
甲
寅
の
係
、
以
下
、
世
宗
賓
録
二
七
年
四
月
甲
寅
と
略
す
。
)
、
「
凡
郷
吏

置
農
荘
子
村
落
:
:
:
誘
引
無
頼
之
徒
、
使
之
如
奴
牌
者
」
(
端
宗
賞
録
元
年
士
一
月
丁
未
)
、
「
又
腫
貢
戸
:
:
:
不
付
公
籍
、
私
置
農
荘
、
而
役
使
之

如
奴
隷
」
ハ
太
宗
貫
録
二
八
倉
越
後
停
〉
と
記
さ
れ
て
レ
る
よ
う
に
、
現
賓
の
佃
戸
が
嘗
時
の
奴
稗
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
っ

た
こ
と
は
む
し
ろ
嘗
然
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
佃
戸
の
こ
の
奴
牌
的
性
格
は
世
襲
的
に
俸
承
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
本
道
土
豪
多
占
良
民
、
稽
震
管
下
世
停
如
奴
」
(
成
宗
貫

録
一
八
年
二
月
〉
、
「
永
安
道
人
、
以
雇
工
相
停
奴
稗
」
(
向
上
一
七
年
九
月
Z
巳
)
と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
奴
牌
と
佃
戸
と
は
切
離
す
こ
と
が
で
き
な

'
い
ば
か
り
で
な
く
、
相
互
に
轄
化
し
合
う
関
係
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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要
す
る
に
、
並
作
制
。
成
立
及
び
佃
戸
の
歴
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
嘗
時
の
奴
稗
制
の
性
格
、
お
よ
び
、

そ
の
歴
史
的
展
開
過
程
な
ど
を
巌
密
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
奴
稗

ι佃
戸
と
の
相
互
轄
化
し
合
う
閥
係
、
と
く
に
そ
の
中
に
あ
る
歴
史
的
瑳
展
の
方
向
を
見
定
め
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
主
と
し
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

奴
蝉
制
と
そ
の
歴
史
的
展
開
|
『
私
役
』
関
係
と
し
て
の
並
作
制
に
つ
い
て
|

付

十
五
J
六
世
紀
の
李
朝
祉
舎
に
お
け
る
佃
戸
が
奴
稗
的
形
態
を
と
っ
た
と
す
れ
ば
、
他
方
に
お
い
て
こ
の
時
代
に
は
、
奴
稗
の
佃
戸
的
形
態

を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
李
朝
に
お
け
る
奴
蝉
と
は
祉
舎
的
に
最
下
層
の
身
分
で
、
法
典
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
主
人

の
家
で
役
便
さ
れ
る
家
内
奴
隷
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
李
朝
初
期
に
す
で
に
そ
の
家
内
奴
隷
的
形
態
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
新
し

い
形
態
の
奴
碑
層
が
護
生
し
つ
つ
あ
っ
た。

前
者
の
家
内
奴
隷
的
な
も
の
忠
晶
時
、
『
率
居
奴
牌
』
と
呼
ば
れ
、
「
上
奥
」

(
H奴
主
)
の
同
居
家
族
の
一
員
と
同
様
に
、

年
甲
、
奴
紳
・
雇
工
某
々
年
甲
」

(『
経
闘
大
典
』
種
典
)
と
主
人
の
戸
籍
に
登
録
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
率
居
奴
稗
と
主
人
と
の
関
係

は
、
「
我
園
奴
主
之
分
、
興
君
臣
之
義
、
比
而
同
之
」
(
『
星
湖
健
読
』
三
、
人
事
篇
〉
と
あ
る
如
く
、
君
臣
又
は
父
子
関
係
と
同
様
の
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
「
夫
奴
蝉
代
主
之
務
、
使
之
如
手
足
」
(
太
宗
賓
録
元
年
五
月
丙
辰
)
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
魚
、
常
に
こ
の
奴
稗
は

「
主
之
於
奴
、
寒
餓
不
克
、
苦
役
偏
重
、
怒
有
刑
而
喜
無
賞
、
少
有
行
達
、
責
之
以
不
忠
」
(
向
上
)
の
よ
う
な
全
く
無
権
利
の
人
身
的
隷
属
闘

@
 

係
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。

「
率
居
子
女
某
々
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一
般
に
『
外
居
奴
稗
』
と
稽
さ
れ
、
主
と
し
て
主
人
の
所
有
地
を
耕
作
す
る
と
こ
ろ
の
濁
立
の
小
経
営
を
も
ち
、

主
人
の
家
と
離
れ
て
自
分
の
家
を
構
え
て
家
族
を
形
成
し
、
主
人
か
ら
糧
穀
の
貸
輿
を
う
け
、
秋
牧
と
と
も
に
そ
の
元
利
を
返
済
す
る
奴
稗
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
太
宗
貫
録
五
年
ハ
一
四
O
五
年
)
十
一
月
葵
丑
の
記
事
に
、

令
所
在
官
-
籍
其
奴
稗
口
敏
、
各
其
寺
十
里
外
、
農
作
居
生
、
其
一炊
僕
供
給
、
只
用
役
使
奴
子
:
:
・
毎
年
相
遇
、
輪
番
立
役
、
其
徐
奴
解
、
身
貢
及
土
田
所

し
か
し
後
者
の
場
合
は
、



と
あ
る出・
よ 1
う併
に皆

牧
密

(
傍
鮎
筆
者
)

「
農
作
居
生
」
|
即
ち
、
外
居
す
る
奴
稗
は
主
人
か
ら
特
有
財
産
と
し
て
一
片
の
土
地
を
給
輿
さ
れ
て
濁
立
の
小
経
営
者
と

な
り
、
主
人
に
射
し
て
は
|
そ
れ
が
寺
剃
か
園
家
か
雨
班
地
主
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
ー
そ
の
土
地
の
『
所
出
』
を
納
め
る
外
に
、
ま
た
、
原
則

的
に
は
身
貢
を
支
掛
っ
た
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
「
役
使
奴
子
」
と
し
て
主
人
の
家
に
呼
ば
れ
立
役
す
る
、
つ
ま
り
『
身
役
』
を
提
供
し
て

い
た
。
右
の
例
文
を
み
て
も
、
外
居
奴
稗
が
主
人
に
支
携
う
も
の
は
、
公
私
田
に
お
け
る
『
租
』
の
形
態
で
な
く
、
『
身
貢
及
土
田
所
出
』
を

支
梯
う
と
こ
ろ
の
小
作
形
態
を
と
る
の
で
あ
っ
た
。

嘗
時
の
奴
稗
は
、
良
民
と
遣
っ
て
「
戸
」
で
な
く
、
「
口
」
(
リ
了
)
敷
を
以
て
身
貢
又
は
身
役
の
賦
課
車
位
と
さ
れ
、
「
州
鯨
残
盛
、
係
郷

吏
官
奴
多
寡
」
(
世
租
貫
録
六
年
正
月
)
「
土
家
之
盛
衰
、
質
白
土
田
蒼
赤
之
有
無
」
(
文
宗
貫
録
元
年
五
月
丙
辰
)
と
あ
る
如
く
、
奴
稗
所
有
者
(
官

叉
は
雨
班
)
の
物
的
な
所
有
封
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
一
口
の
「
奴
」
と
一
口
の
「
稗
」
が
交
婚
し
て
一
世
帯
を
形
成
し
て

も
主
人
の
家
で
直
接
に
役
使
さ
れ
る
場
合
は
南
方
と
も
「
身
役
」
を
、
外
居
し
て
猫
立
戸
を
持
つ
で
も
両
方
は
別
パ
に
自
分
の
「
身
貢
」
を
主

人
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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「
居
遠
慮
、
異
於
上
典
之
使
喚
奴
稗
、
奴
一
牌
之
役
、
不
過
是
一
年
一
度
一
匹
貢
齢
」
と
あ
っ
て
、
率
居
奴

牌
の
よ
う
に
主
人
は
よ
っ
て
給
養
さ
れ
る
の
で
な
く
、
自
分
の
住
居
地
で
家
族
献
労
働
力
を
利
用
し
て
濁
立
の
生
産
活
動
を
行
な
い
、
そ
の
生
産

物
の
一
部
を
生
活
手
段
と
し
て
直
接
に
取
得
す
る
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
主
人
に
謝
す
る
外
居
奴
稗
の
「
身
貢
」
と
は
、
本
質
的
に
そ
の
奴
稗

の
直
接
的
な
生
産
活
動
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
外
居
奴
稗
の
場
合
は

ま
ず
、
公
奴
稗
の
場
合
、

『
選
上
奴
稗
』

〈
直
接
立
役
者
〉
で
な
い
外
居
土
て
い
る
『
納
責
奴
縛
』
に
つ
い
て
は
、

①
妊
奴
米
卒
三
石
、
無
妻
者
二
石
、
批
縛
二
石
、
無
夫
者
一
石
、
奴
稗
相
婚
者
正
五
升
布
各
一
匹
、
十
五
才
以
下
六
十
才
以
上
免
徴
(
太
宗
六
寅
録
七
年
正

月
丁
卯
)
※
注
・
卒
一
石
は
十
五
斗

②
戸
曹
啓
、
寺
枇
奴
縛
、
皆
麗
奥
農
寺
、
有
国
者
攻
米
貢
、
無
回
者
攻
布
貢
、
而
各
司
奴
子
貢
、
米
有
定
式
、
請
依
典
農
寺
奴
子
例
、
所
耕
回
三
結
以
上
、

263 
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牧
米
貢
、
従
之
。

ハ
世
宗
貫
録
三
年
二
月
丁
酉
〉

〈
傍
貼
筆
者
)

と
い
う
規
定
が
み
ら
れ
る
。
右
の
例
文
に
よ
れ
ば
、
大
睡
、
三
結
以
上
の
土
地
を
耕
す
外
居
奴
稗
の
み
が
公
私
田
の
「
租
」
と
同
じ
額
程
度
の

三
十
斗
前
後
の
米
貢
を
納
め
、
二
結
以
下
の
者
は
正
布
一
匹

(
U米
二
斗
)
を
上
納
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
布
貢
は
、
外
居
奴
稗
戸

の
家
族
が
卒
均
三
J
四
人
と
す
れ
ば
、
一
戸
よ
り
六
J
八
斗
程
度
の
米
を
出
す
よ
う
な
額
で
あ
っ
た
。
し
か
し
世
租
代
以
降
、
綿
布
需
要
の
急

増
に
因
っ
て
布
貢
も
正
布
か
ら
綿
布
に
襲
り
、
『
経
園
大
典
』
に
は
、

奴
綿
布
一
匹
格
貨
二
十
張
ハ
H
H
米
二
斗
)
、
稗
綿
布
一
匹
格
貨
一
十
張
、

(
戸
典
、
・
箔
賦
篠
〉

と
定
め
ら
れ
、
奴
牌
戸
の
一
戸
嘗
り
約
一
八
J
二
四
斗
の
額
と
な
っ
た
。

他
方
、
私
奴
稗
の
場
合
に
つ
い
て
の
記
録
は
少
な
い
が
、
『
積
大
典
』
刑
典
私
賎
僚
の
中
に
「
隠
漏
奴
稗
推
尋
」
に
閲
す
る
候
項
が
あ
り
、

そ
の
細
注
に
「
一
年
貢
奴
綿
布
二
匹
、
稗
綿
布
一
匹
牢
」
と
レ
う
身
貢
に
つ
い
て
の
規
定
が
み
え
る
。
こ
の
規
定
に
従
っ
て
、
私
奴
稗
戸
の
家

族
も
同
じ
く
三
J
四
人
と
す
れ
ば
、
約
五
J
六
匹
の
綿
布
(
一
匹
リ
米
四
斗
〉
の
身
貢
を
主
人
に
支
梯
う
勘
定
と
な
り
、
公
奴
稗
の
身
貢
額
と
基
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本
的
に
は
大
差
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

亡3

か
か
る
外
居
奴
稗
が
率
居
奴
蝉
と
異
な
る
主
な
特
質
は
、
ま
ず
一
戸
の
家
を
構
え
、
家
族
勢
働
力
を

以
て
、
た
と
え
自
由
で
な
い
隷
属
的
小
経
営
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
そ
の
生
産
の
内
部
に
お
い
て
は
濁
立
し
て
勢
働
し
、
そ
れ
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
土
地
な
ど
の
生
産
手
段
を
占
有
し
、
地
主
に
劃
し
て
地
代
又
は
身
貢
を
支
梯
い
、
そ
の
残
り
の
生
産
物
を
必
要
生
産
物
H
生
活
手
段

と
し
て
私
有
し
て
い
る
酷
で
あ
っ
た
。

李
朝
初
期
の
貫
録
や
法
典
に
は
す
で
に
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
公
私
賎
を
と
わ
ず
、

①
奴
牌
耕
本
主
岡
地
者
、
身
故
後
並
令
還
主
、
若
自
己
団
地
、
則
有
子
息
者
給
子
息
、
無
子
息
者
給
本
主
。
(
世
組
賓
録
四
年
正
月
乙
丑
)

②
公
賎
無
子
女
身
死
者
、
i

奴
扉
回
宅
、
属
於
本
司
本
邑
、
私
賎
則
粂
其
財
産
許
本
主
之
底
。
(
『
経
園
大
典
』
刑
典
、
公
賎
篠
)



と
あ
る
よ
う
な
規
定
が
な
さ
れ
、
奴
牌
が
田
宅
を
占
有
し
又
そ
れ
を
栢
績
で
き
る
程
、
一
定
の
財
産
権
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

た
。
な
お
、
現
買
に
団
地
の
み
で
な
く
、
奴
稗
も
保
有
し
て
い
る
例
が
み
え
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
極
め
て
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

は
い
え
、
外
居
奴
蝉
の
よ
う
に
濁
立
の
小
経
営
を
行
な
う
奴
稗
の
形
態
か
ら
必
然
的
に
護
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
旬
。

ま
た
、
官
を
は
じ
め
私
的
地
主
で
す
ら
、
こ
の
外
居
奴
稗
を
一
慮
佃
戸
的
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
事
責
で

あ
る
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
初
期
に
お
い
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
李
朝
園
家
の
「
屯
田
」
政
策
或
い
は
「
溢
方
徒
民
策
」
句
な
か

に
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
太
宗
貫
録
九
年
正
月
辛
酉
の
篠
に
、

議
政
府
請
、
各
司
外
方
奴
稗
及
率
去
寺
枇
奴
嫡
問
、
皆
給
屯
田
之
種
、
啓
回
、
除
六
十
以
上
十
五
以
下
外
、
妊
奴
給
種
租
十
斗
、
鮭
縛
八
斗
、
至
秋
成
毎
一
斗

政
十
斗
従
之
、
時
以
給
種
、
銀
銭
屯
田
、
質
非
有
公
団
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
官
が
外
方
の
公
奴
稗
に
種
穀
十
斗
J
八
斗
を
給
し
て
そ
の
牧
穫
期
に
は
給
種
の
十
倍
に
嘗
る
「
租
」

(
H事
質
上

の
地
代
)
を
納
め
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

0

・
本
来
、
屯
田
は
、
「
屯
田
之
法
、
本
以
屯
軍
漣
塞
者
、
且
耕
且
戦
、
以
補
軍
食
」

(
太
宗
貫
録
一
四
年
六
月
庚
戊
〉
と
あ
る

τ

よ
う
に
軍
卒
・
人
吏
か
ら
な
る
受
田
者
が
自
ら
耕
作
し
て
そ
の
生
産
物
を
以
て
遁
境
を
守
備
す
る
費
用

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
自
耕
無
税
田
」
で
あ
っ

k
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
屯
田
は
も
は
や
一
般
の
公
団
の
よ
う
に
一
結
嘗
り
最
高
三

十
斗
と
い
う
公
租
を
支
排
う
土
地
で
な
く
、
「
今
者
計
ロ
給
種
、
以
牧
其
出
、
謂
之
屯
田
、
責
非
本
意
」
(
同
〉
と
い
わ
れ
る
通
り
、
外
居
奴

稗
を
利
用
し
た
官
に
よ
る
小
作
経
営
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
種
穀
の
十
倍
で
あ
る
「
租
」
と
は
公
私
自

@

、

で
の
什
一
制
で
な
く
、
給
種
に
よ
る
牧
穫
(
「
種
一
斗
而
一
苫

(
H二
O
斗
〉
出
也
」
〉
の
半
ば
に
も
達
す
る
高
率
の
額
で
あ
っ
て
、
嘗
時
の
私
的
地
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主
ら
の
私
有
地
に
お
い
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
『
並
作
品
T

牧
』
の
例
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
嘗
時
の
並
作

制
は
、
主
に
公
団
に
お
い
て
品
官
郷
吏
ら
が
土
地
を
康
占
し
て
避
役
良
民
を
佃
戸
と
し
て
用
い
て
そ
の
生
産
物
の
字
分
を
牧
取
す
る
小
作
形
態
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で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
右
の
外
居
奴
牌
の
寅
態
と
佃
戸
と
は
、

「
隷
属
的
」
な
小
経
営
者
の
性
格
か
ら
み
て
い
か
な
る
区
別
も
認
め
が
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

①
 

ま
た
、
世
宗
・
世
租
年
間
に
推
進
し
た
「
溢
方
徒
民
策
」
に
伴
な

っ
て
行
な
わ
れ
た
外
方
の
屯
田
経
営
に
お
い
て
も
、

全
羅
・
忠
清
)
か
ら
良
民
は
勿
論
、
多
く
の
奴
稗
が
抄
定
さ
れ
た
。
嘗
時
の
募
民
保
件
を
み
る
と
、

三
南
地
方
(
慶
尚
・

ω自
募
入
居
者
、
良
民
則
賞
以
本
接
土
官
職
、
郷
騨
吏
則
永
菟
其
役
、
賎
口
則
、
氷
放
篤
良
。

(
世
宗
貫
録
一
五
年
一
一
一
月
庚
子
〉

川

w募
徒
人
計
丁
数
潟
三
等
、
揮
沃
鏡
可
耕
之
地
、
・
・
由
民
牛
農
器
官
備
助
之
、
復
戸
十
年
、
其
新
墾
田
、
菟
税
七
年
、
穀
種
口
一
糧
、
以
義
倉
給
之
。

貫
録
五
年
二
一
月
丙
寅
〉

(
世
租

と
あ
っ
た
。
こ
の
候
件
に
よ
る
と
、
官
が
徒
民
に
は
土
地
ば
か
り
で
な
く
、
牛
・
農
具
・
種
子
・
食
糧
ま
で
供
給
し
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て

「
入
居
人
家
舎

、

毎

年

修

葺

、

又

計

其

田

数

、

記

之

於

籍

」

と

あ

っ
て
家
屋
も
提
供
さ
れ
て
い
た
。

t主

(
世
宗
貫
録
二
三
年
六
月
庚
辰
)

そ
の
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ら
な
く
な
る
わ
け
で
あ

っ
た。

「
永
放
矯
良
」
と
さ
れ
て
か
ら
屯
国
民
と
な

っ
た
の
で
、
こ
の
貼
で
は
奴
稗
の
徒
民
は
一
般
の
佃
戸
と
身
分
的
区
別
す

た
と
え
官
に
よ
る
屯
田
経
営
が
大
き
な
面
積
を
占
め
る
も
の
で
な
く
、
勿
論
特
殊
な
境
遇
に
お
い
て
の
み
行
な

上
、
奴
稗
の
場
合
は
、

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
従
来
、
官
奴
・
軍
卒
ら
に
よ
る
自
耕
地
で
あ
る
屯
田
を
、
奴
稗
を
良
人
身
分
と
し
た
上
に
、

一
緒
に
佃
戸
と
し
て
小
作
さ
せ
る
経
皆
様
式
へ
の
構
造
繁
化
は
、
嘗
時
の
土
地
所
有
制
度
全
般
に
射
す
る
指
標
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
違
い

一
般
の
良
民
と

と
、
。

ナ
H
L一

方
、
私
的
地
主
の
所
有
地
、
と
く
に
「
農
荘
」
に
も
、
「
隠
占
百
姓
及
官
奴
枠
、
使
喚
者
多
」

孫
家
累
鐙
首
問
、
招
納
良
民
無
慮
千
百
、
私
賎
則
其
主
有
追
還
之
者
、
良
民
則
本
無
産
業
、
甘
於
仰
食
、 (

端
宗
貫
録
元
年
一
一
一
月
了
未
)
と
か
「
宋
盆

繁
信
用
牌
僕
、
而
終
身
役
事
」

(
成
宗
貫

録
五
年
三
月
美
卯
)
と
あ
る
よ
う
に
、

地
主
は
こ
の
奴
稗

@
 

ら
を
自
分
の
土
地
を
耕
作
さ
せ
る
に
首

っ
て
、
避
役
良
民
と
区
別
し
て
よ
り
重
い
賦
役
や
地
代
を
強
制
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
、
多

「
隠
占
」
主
い
れ
る
良
民
は
避
役
す
る
た
め
に
、
身
分
的
に
は
一
躍
、
地
主
の
「
稗
僕
」
に
な
る
こ
と
を
媒
介
と
し
た
佃
戸
で
あ
っ

大
量
の
逃
亡
奴
牌
が
避
良
役
民
と
同
様
、
不
法
に
集
積
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
場
合
、

く
の
場
合
、



た
か
ら
、
前
述
し
た
園
家
の
屯
田
経
営
の
場
合
と
は
逆
に
、
逃
亡
奴
碑
と
奴
稗
身
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
同
一
の
立
場
に
な
る
わ
け
で
あ
っ

た
他
方
、
奴
稗
所
有
者
に
と
っ
て
も
、
自
家
で
直
接
に
役
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
貢
を
も
ら
え
ぬ
、
多
数
の
奴
稗
を
給
養
す
る
こ
と
よ
り

も
、
.
外
居
さ
せ
自
己
の
所
有
地
を
耕
作
さ
せ
て
彼
ら
か
ら
地
代
及
び
身
貢
を
受
取
す
る
方
が
は
る
か
に
有
利
な
筈
で
あ
っ
た
。
嘗
時
の
奴
稗
の

身
債
(
リ
寅
買
債
格
)
は
、
『
経
園
大
典
』
に
よ
れ
ば
、
社
奴
稗
(
十
六
才
以
上
五
十
才
以
下
〉
一
口
が
上
等
馬
一
頭
と
同
様
ペ
椿
貨
四
千
張

(
H米

四
百
斗
〉
で
あ
っ
た
。
こ
の
債
格
は
、
こ
れ
ら
の
奴
稗
一
口
の
皐
濁
第
働
力
で
自
耕
で
き
る
、
一
結
程
度
の
田
地
を
貸
興
し
て
そ
の
生
産
物
の

@
 

字
分
を
徴
牧
し
た
と
し
て
も
、
嘗
時
の
一
結
嘗
り
の
生
産
高
か
ら
み
て
、
一

J
二
年
の
内
に
地
代
と
し
て
回
牧
で
き
る
程
の
額
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
奴
牌
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
公
私
賎
を
と
わ
ず
、
奴
稗
が
直
接
に
使
役
さ
れ
る
「
選
上
」
t

(

公
賎
〉
又
は
「
率
居
」
ハ
私

賎
)
と
い
う
主
人
に
よ
る
給
養
の
献
態
か
ら
で
き
る
だ
け
早
く
抜
け
出
し
て
濁
立
の
経
営
を
も
ち
、
米
文
は
布
の
納
貢
の
み
で
「
身
役
」

ーを
果

し
、
自
分
や
家
族
の
た
め
の
生
活
手
段
を
自
ら
確
保
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
む
し
ろ
嘗
然
の
趨
勢
で
あ
ろ
う
。

、
貧
際
、
公
奴
稗
の
場
合
は
初
期
に
お
い
て
す
で
に
「
今
各
司
奴
子
、
本
居
外
方
者
、
十
常
八
九
:
:
:
居
郷
輿
妻
子
力
農
」
(
世
宗
賓
録
九
年
六

月
辛
未
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
大
部
分
が
外
居
奴
稗
と
し
て
存
在
心
て
い
た
。
そ
し
て
士
一
と
え
「
選
上
奴
稗
」
と
し
て
抄
定
さ
れ
て
も
、
「
雇
人

代
役
、
六
朔
之
債
綿
布
十
五
匹
、
無
知
奴
子
、
不
顧
後
日
破
産
之
患
、
徒
以
目
前
息
肩
之
計
、
至
典
貰
牛
馬
田
産
」
(
同
}
八
年
九
月
己
卯
〉
と

あ
る
如
く
、
直
接
の
立
役
か
ら
菟
れ
る
た
め
に
田
地
・
牛
馬
な
ど
を
貰
っ
て
役
債
の
数
倍
に
も
な
る
費
用
で
代
役
者
を
雇
う
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る

つ
い
に
は
破
産
の
朕
態
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
例
す
ら
稀
で
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

(
同
〉
し
た
公
奴
刷
、
及
び
、

....，.97-

手
段
を
用
い
て
、

か
ら
逃
亡
し
た
私
奴
蝉
は
、
成
宗
十
五
三
四
八
四
)
年
に
は
、

「
今
者
公
私
賎
口
、

「
夫
私
家
之
奴
隷
、
其
使
也
苦
、
共
貢
也
重
」

逃
漏
臆
占
吉
蔦
」

〈
成
宗
寅
録
二
年
六
月
乙
酉
)

こ
の
よ
う
に
し
て
「
失
業
破
産
」

〈
同
一
五
年
九
月
告
寅
)
と
い
わ
れ
る

術

者
L

程
、
越
大
な
敷
に
達
し
て
い
た
。
勿
論
、
こ
れ
ら
ーの
一
部
は
推
刷
さ
れ
、
本
主
の
も
と
に
詰
問
さ
れ
る
が
、
大
部
分
は
再
び
「
趨
勢
家
矯
奴
稗

(
容
宗
貫
録
元
年
二
一
月
丙
申
〉
と
な
る
し
か
生
活
手
段
を
獲
得
す
る
方
法
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
以
前
の
欺
態
よ
り
一
腰
、



(
世
宗
貫
録
三
二
年
四
月
笑
丑
〉
、

つ
ま
り
、
初
期
の
貫
録
に
は
、
一
方
で
公
・
私
奴
牌
の
逃
亡
・

他
方
で
は
ま
た
「
下
三
道
土
沃
物
阜
、
朝
土
之
農
荘
蒼
赤
(
蒼
頭
男
奴
赤
脚
女
解
)
過
半
」

「
:
:
:
由
是
畿
鯨
之
民
、
能
種
田
食
莱
者
、
皆
勢
家
之
奴
隷
・
伴
尚
」
(
成
宗
貫
録
五
年
間
六
月
辛
丑
)
、
「
今
者
諸
問

(
向
九
年
四
月
己
亥
)
と
あ
る
よ
う
に
、
農
荘
を
中
心
と
す
る
私
的
地
主
の
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有
利
な
佃
戸
の
立
場
を
求
め
て
勢
家
に
投
托
す
る
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
。

漏
失
に
つ
い
て
の
記
事
が
大
量
に
み
ら
れ
る
反
面
、

民
之
中
、
私
賎
十
居
八
九
、
良
民
僅
一
二
、
市
安
富
者
穂
是
私
賎
」

所
有
地
で
有
利
に
展
開
し
て
い
る
外
居
奴
蝉
の
佃
戸
的
形
態
に
つ
レ
て
の
記
事
も
頻
繁
に
み
え
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
外
居
奴
稗
の
諸

事
情
と
そ
の
経
過
を
如
買
に
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
十
六
世
紀
の
中
葉
頃
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
濁
立
し
た
外
居
奴
稗
の
な
か
に
は
本
主
の
田
地
を
耕
作
す
る
だ
け
で
な
く
、
次

第
に
他
の
地
主
の
田
地
を
小
作
し
た
り
、
陳
荒
地
を
開
墾
し
た
り
し
て
本
主
と
の
闘
係
は
主
に
身
貢
の
上
納
の
み
に
よ
っ
て
し
か
繋
が
れ
な
い

@
 

外
居
奴
牌
も
か
な
り
多
く
現
わ
れ
、
そ
の
中
に
は
本
主
よ
り
も
は
る
か
に
富
裕
と
な
っ
た
例
す
ら
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
本
主
の
零
落
、
遠
地
に
居
住
し
た
り
何
代
か
を
経
る
聞
に
奴
主
関
係
が
断
絶
さ
れ
る
こ
と
や
、
と
く
に
奴
稗
の
逃
避

な
ど
の
諸
原
因
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
る
外
居
奴
稗
の
出
現
と
い
う
の
は
、
「
並
作
制
」
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に
基
づ
く
、
数
多
く
の
奴
蝉
所
有
者
に
よ
る
地
主
的
経
営
が
す
で
に
盛
指
し
て
レ
た
事
責
を
前
提
と
し
て
こ
そ
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
奴
牌
が
単
に
所
有
封
象
と
し
て
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
隷
層
的
に
し
ろ
事
質
的
に
し
ろ
生
活
手
段
の
所
有
者
と
な
っ
た
の
は
、
逃
亡

や
推
刷
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
を
失
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
な
お
並
作
制
の
も
と
で
生
産
手
段
(
主
に
土
地
)
と
の

が
再
び
維
持
さ
れ
て
い
る
黙
に
そ
の
基
盤
を
も
つ
か
ら
で
あ
っ
た
。

「
本
源
的
結
合
関
係
」

同 1

、

以
上
の
事
責
か
ら
み
て
も
、
こ
の
よ
う
な
外
居
奴
蝉
の
形
態
と
段
階
は
、
李
朝
農
耕
社
舎
の
も
と
で
は
む
し
ろ
奴
稗
制
の
最
も
一
般
的
存
在

様
式
で
あ
っ
句
、
家
族
を
形
成
せ
ず
、
保
有
地
そ
の
他
の
財
産
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
の
率
居
奴
稗
と
並
ん
で
、
ま
た
、
そ
の
率
居
奴
蝉
か
ら
不



断
に
再
生
産
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
奴
鱒
形
態
で
あ
っ
回
。

す
な
わ
ち
、
奴
牌
の
佃
戸
的
形
態
又
は
小
作
人
的
奴
稗
は
、
そ
れ
が
主
人
と
同
じ
家
屋
に
住
む
か
否
か
は
別
と
し
て
李
朝
初
期
に
お
い
て
主

人
の
箸
修
的
或
い
は
家
内
務
働
に
使
用
さ
れ
る
以
外
の
奴
稗
]
つ
ま
り
直
接
的
生
産
者
と
し
て
の
奴
稗
屠
の
基
礎
的
形
態
で
あ
っ
た
。
外
居
奴

牌
と
佃
戸
と
は
、
法
制
的

・
身
分
的
に
は
一
腰
「
賎
」
と
「
良
」
と
に
区
別
さ
れ
る
が
、
奴
主
や
地
主
に
劃
し
て
隷
層
的
で
あ
る
に
し
ろ
、
両

者
と
も
生
産
の
内
部
で
濁
立
に
献
労
働
し
て
お
り
、
生
産
手
段
を
自
分
の
意
志
の
支
配
下
に
お
き
、
自
分
の
目
的
に
従
勺
て
そ
れ
を
用
盆
し
て
い

る
、
小
経
営
者
的
特
質
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
佃
戸
と
外
居
奴
牌
と
の
間
で
の
相
互
に
轄
化

し
合
う
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
李
朝
初
期
に
お
け
る
大
量
の
無
回
之
民
が
勢
力
家
に
投
托
し
て
、
奴
牌
へ
の
身
分
的
輯

化
を
媒
介
と
し
て
佃
戸
的
な
も
の
と
な
る
一
方
、
閉
じ
時
代
の
奴
稗
制
の
な
か
か
ら
前
述
し
た
よ
う
な
佃
戸
的
奴
牌
が
贋
汎
に
護
生
・
展
開
し

て
い
た
事
買
は
、
こ
の
よ
う
な
雨
者
の
小
経
営
者
的
共
通
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
雨
者
は
現
質
に
互
に
轄
化
し
合
っ
ヱ
い
た
と
い
う
論
理
を

も
た
な
く
て
は
解
明
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
初
期
に
お
け
る
佃
戸
の
現
質
的
形
態
に
は
、
責
際
、

「
身
良
役
賎
」
・

「
干
尺
之
徒
」
と
呼
ば
れ
る
階
層
が
大
量
に
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
な
か
に
は
奴
稗
と
身
分
的
匿
別
す
ら
明
ら
か
に
で
き
な
い
部
分
が
多
く
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
周
藤
吉
之
氏
の
『
鮮

初
に
於
け
る
奴
稗
の
排
正
と
推
刷
と
に
つ
い
て
』
(
「
青
丘
事
叢
」
第
二
二
容
)
な
ど
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

.
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こ
こ
で
は
、
嘗
時
の
奴
牌
と
佃
戸
と
が
身
分
的
に
い
か
に
絡
み
合
っ
て
、
そ
の
現
質
的
形
態
は
ど
の
程
度
ま
で
互
に
接
近
し
合
っ
て
い
る
の

か
を
、
主
と
し
て
李
朝
初
期
に
お
け
る
「
奴
稗
排
正
事
業
」
の
展
開
を
通
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

も
と
よ
り
、
李
朝
園
家
の
奴
稗
政
策
は
バ

ω「
本
園
奴
稗
之
法
、
所
以
巌
上
下
之
穿
、
綱
常
由
是
而
盆
固
」
(
世
宗
賞
録
二
六
年
閏
七
月
辛
丑
)

と
レ
わ
れ
、
士
大
夫
支
配
階
紐
の
た
め
の
身
分
的
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
に
、

ω「
良
之
震
賎
之
害
、
甚
於
賎
之
震
良
、
良
繁
鴛
賎
、
則
兵
額
日

(
成
宗
貫
録
三
年
四
月
丙
戊
〉
と
あ
る
如
く
、
軍
額
確
保
の
た
め
の
良
民
の
増
員
と
い
う
園
家
財
政
上
の
必
要
性
か
ら
、
つ
ね
に
重
要
覗

滅
失
」
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さ
れ
て
い
た
。
園
初
に
は
ま
ず
、
高
麗
朝
の
王
室
・
宗
親
E
室
及
び
権
門
勢
家
が
所
有
し
て
い
た
奴
牌
を
大
奉
籍
渡
し

(
太
宗
寅
録
元
年
八
月
己
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巳
)
、
特
に
、
「
草
去
寺
社
奴
稗
八
高
徐
口
、
専
属
典
農
寺
」
ハ
同
)
五
年
八
月
世
間
巳
)
と
さ
せ
、
太
宗
十
七
年
に
は
十
一
高
六
千
六
百
徐
口
(
同

一
七
年
六
月
辛
亥
〉
に
至
る
公
奴
牌
を
確
保
し
た
。
そ
の
後
に
も
漏
落
・
逃
亡
奴
牌
の
推
刷
を
通
じ
て
、
成
宗
十
五
年
に
は
京
外
ハ
H

外
居
〉
奴

稗
だ
け
で
三
十
五
高
二
千
五
百
徐
口
(
成
宗
貫
録
一
五
年
八
月
丁
巴
)
に
及
ぶ
大
量
の
公
奴
稗
を
保
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

他
方
、
太
宗
年
間
に
は
私
奴
蝉
の
燐
正
及
び
そ
の
掃
局
問
題
に
つ
い
て
も
非
常
な
閥
心
を
み
せ
て
い
た
。
私
奴
牌
の
開
局
に
劃
す
る
園
家
の

干
輿
は
、
一
部
の
官
僚
か
ら
「
奴
梓
各
其
子
孫
相
訟
之
事
、
非
園
政
所
開
』
(
太
宗
賞
録
五
年
七
月
庚
子
)
「
奴
稗
之
訟
、
無
事
髪
之
利
於
園
家
」

(
同
一
七
年
六
月
辛
亥
)
と
反
駁
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
園
家
財
政
と
直
接
に
は
関
連
す
る
問
題
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
v

役
と
身
分
が
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
る
李
朝
祉
曾
に
お
い
て
は
、
ま
ず
良
賎
身
分
の
混
請
を
で
き
る
だ
-
け
避
け
、
そ
の
身
分
的
信
仰
属
を
明
確
に
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
し
、
な
お
、
こ
の
こ
と
は
役
制
編
成
上
、
と
く
に
軍
額
確
保
の
た
め
の
良
民
増
員
策
と
本
質
的
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

嘗
時
、
李
朝
権
力
に
よ
っ
て
寅
行
さ
れ
た
奴
蝉
の
排
正
及
び
そ
の
諦
属
に
関
す
る
諸
規
定
や
経
過
に
は
い
く
つ
か
の
類
型
と
特
徴
が
あ
っ

た
。
ま
ず
、
こ
の
排
正
及
び
諦
属
事
業
の
劉
象
者
と
し
て
は
、

ω「
良
賎
相
婚
者
」
、

ω「
良
賎
籍
不
明
者
」
、

ω「
賎
役
従
事
者
」
、
と
三
つ

の
型
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
初
期
の
奴
縛
政
策
と
は
、
主
と
し
て

ωに
よ
る
出
生
子
女
の
簡
属
に
つ
い
て
の
「
従
父
法
」

の
採
用
問
題
と
、

ωω
を
属
公
し
て
良
民
と
す
る
制
度
的
措
置
と
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
た
と
い
え
る
。

園
初
よ
り
「
良
賎
相
婚
者
」
に
つ
い
て
は
、
「
前
朝
奴
稗
之
法
、
良
賎
相
婚
、
深
賎
震
先
、
賎
者
随
母
、
故
賎
口
日
培
、
良
民
目
減
」
(
太

宗
貫
録
元
年
正
月
戊
辰
V

と
い
う
観
黙
に
立
っ
て
、
ま
ず
、
高
麗
朝
ま
で
に
盛
行
し
た
「
賎
者
障
母
法
」
を
撤
贋
し
、
同
時
に
同
族
外
の
奴
稗
相

俸
、
権
勢
家
へ
の
投
脂
、
!
と
く
に
寺
社
へ
の
施
納
を
厳
禁
す
る
一
方
、
重
父
観
・
本
宗
及
び
同
宗
優
先
な
ど
の
儒
教
的
理
念
に
沿
う
意
圃
で

「
賎
者
従
父
法
」
を
採
用
し
た
0
.

次
に
、
「
良
賎
籍
不
明
者
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
天
生
之
民
本
無
賎
ロ
」
〈
向
)
と
い
う
考
え
か
ら
彼
ら
の
血
統
に
よ
る
よ
り
も
彼
ら
が

従
事
し
て
い
る
「
役
」
の
内
容
を
以
て
良
賎
の
身
分
を
鶏
正
し
よ
う
と
務
め
た
。
太
租
六
年
に
は
ま
ず
「
凡
所
訴
良
、
難
無
良
籍
、
而
賎
籍
不
明
、

且
未
曾
役
使
者
、
従
良
決
折
L

ハ
太
組
貫
録
六
年
七
月
甲
良
V

と
定
め
、
投
使
の
有
無
に
よ
っ
て
良
賎
の
直
別
を
つ
け
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
犯
翌
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年
に
は
役
使
の
有
無
を
と
わ
ず
、
皆
属
公
し
て
官
可
の
使
令
と
し
、
つ
づ
い
て
太
宗
五
年
に
は
「
司
宰
監
水
寧
い
を
設
け
J
そ
れ
に
」
配
属
し
て

本
主
よ
り
奪
う
こ
と
寸と
し
た
。
そ
し
て
同
十
七
年
九
月
に
は
、
・
次
に
述
べ
る
よ
う
に
公
私
賎
の
訴
良
者
は
良
賎
を
論
ず
る
と
と
な
く
、
悉
く

@
 

「
補
充
寧
」
(
可
宰
監
水
軍
は
こ
『れ
に
編
入
ωど
れ
る
〉
に
充
て
て
立
役
せ

L
め
る
こ
と
に
心
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ド
り
の
諸
経
過
を
世
宗
貫
録
こ
年
九
月
丙
寅
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
補
充
軍
」
制
度
に
関
す
る
記
事
を
引
用
し
て
検
討
し
'て

み
る
こ
と
に
す
る
。

ω命
議
補
充
軍
選
賎
一
保
疑
、
左
議
政
朴
音
献
議
目
、
窃
謂
闘
家
以
民
之
賎
者
多
一
而
良
者
少
、
置
補
充
軍
、
以
態
従
良
之
路
、
其
類
其
五
。

ω日
身
良
水
軍
者
、
差
於
良
賎
分
緋
之
際
、
良
賎
籍
倶
不
明
者
、
於
良
於
賎
、
難
以
一
定
、
故
属
之
水
軍
、
其
法
至
公
、
今
以
逃
避
之
故
、
定
震
賎
口
、
巨

未
知
其
可
也
。

ω日
稽
干
稽
尺
者
、
其
役
雌
賎
、
異
於
奴
稗
、
故
其
女
子
嫁
公
私
奴
予
所
生
並
従
奴
役
、
且
干
尺
之
人
一
都
良
者
、
百
無
一
二
、
而
園
家
特
設
法
、
以
充
軍
'

耳
、
今
北
遣
選
地
民
、
不
眠
m京
役
、
或
有
逃
避
者
、
建
定
岳
周
奴
稗
、
度
未
知
其
可
也
。

川
何
回
稗
妾
産
、
租
父
自
己
解
妾
所
生
、
同
気
至
親
也
、
而
子
孫
分
執
役
事
、
其
矯
不
仁
、
故
令
従
父
母
周
良
、
所
以
重
人
倫
也
、
今
以
逃
避
之
罪
、
法
令
従
賎

初
給
其
同
無
族
親
之
人
、
臣
未
知
其
可
也
。

伺
回
勿
問
是
非
者
、
以
限
内
訴
良
未
決
者
、
本
是
天
民
也
、
更
不
分
拙
折
、
並
属
補
充
軍
、
所
以
抑
賎
多
之
弊
也
、
今
以
逃
罪
、
不
緋
良
践
、
逮
以
従
賎
、
医

未
知
其
可
也
。

川
何
回
膿
身
者
、
凡
爾
班
子
孫
之
践
者
1

能
自
贋
身
、
則
亦
許
従
父
翁
良
、
所
以
救
良
少
之
弊
也
、
況
其
公
私
本
主
、
銃
牧
其
般
債
、
則
安
有
遺
執
之
理
、
今

許
陳
告
還
賎
、
臣
未
知
其
可
也
。

例
蓋
此
補
充
軍
、
既
矯
良
人
、
錐
其
男
丁
之
嘗
立
軍
者
、
罪
非
大
滋
、
則
回
無
従
賎
之
理
べ
況
婦
女
不
醤
立
軍
者
、
若
以
逃
際
之
罪
従
賎
、
則
一
人
之
子

孫
、
有
一
良
一
賎
者
、
而
五
類
従
良
之
法
、
情
移
必
素
余
。

→ 101ー

す
な
わ
ち
、

ωと
仰
が
補
充
軍
の
性
格
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
篠
項
は
そ
れ
に
配
属
さ
れ
て
い
る
五
つ
の
類
型
に
つ
い
て
各
々
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
例
文
を
み
て
も
、
李
朝
園
家
が
『
補
充
軍
』
の
設
置
を
通
じ
て
、
「
抑
賎
多
之
弊
而
救
良
少
之
弊
」
を
園
る
「
従
良
之
路
」
を
根
強

く
推
進
し
て
い
る
こ
と
や
い
「
令
従
父
鴬
良
、
所
以
重
人
倫
也
」
と
い
う
重
父
親
の
貧
現
に
い
か
に
打
ち
込
ん
で
い
た
か
が
わ
か
る
。
に
も
拘
ら
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ず
、
首
時
、
補
充
軍
に
配
属
さ
れ
、
法
律
的
に
は
も
は
や
、
良
人
身
分
と
な
っ
た
は
ず
の
五
つ
の
部
類
は
、
現
質
的
に
は
常
に
、
立
担
カ
F
，
F
，

逃
亡
、
又
は
、
他
人
の
陳
告
な
ど
に
よ

っ
て
軽
々
と
「
還
賎
」
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
、
今
な
お
、
身
分
的
に
非
常
に
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ

て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

五
つ
の
部
類
を
前
述
し
た
三
つ
の
型
を
以
て
分
類
し
て
み
る
と
、

ω「
稗
妾
産
」
と

ω「
噴
身
者
」
は
、
良
賎
相
婚
に
よ
る
も
の
で
、
又
、

ω「
身
良
水
軍
者
」
と
例
「
勿
問
是
非
者
」
は
、
良
賎
籍
不
明
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て

ω「
稽
干
稿
尺
者
」
は
、
賎
役
従
事
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ
の
順
に
沿

っ
て
、
そ
の
経
過
内
容
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(A) 

ま
ず
、
良
賎
相
婚
に
よ
る
瞬
間
腕
問
題
は
、
賎
人
と
良
女
、
良
人
と
賎
妾
と
の
二
つ
の
事
例
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
太
宗

「
本
朝
奴
稗
所
生
、
従
母
従
父
之
法
向
失
、
兇
暴
賎
口
、
多
安
良
女
、
所
生
霊
局
私
践
、
以
此
賎
口
日
培
、
良
民
目
減
、
供
園
役
者
大

元
年
に
、

減

つ
い
に
同
九
月
に
は
『
禁
公
私
賎
人
妻
良
女
』
と
い
う
俸
旨
を
裂
し
て
奴
の
要
良
女

を
禁
じ
、
そ
の
出
生
子
女
は
「
身
良
役
賎
」
人
と
し
て
司
宰
監
水
軍
に
配
属
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
(
同
五
年
九
月
甲
寅
〉
。
端
宗
二
年
に
な
る
と
、

(太
宗
貫
録
元
年
七
月
甲
寅
〉
と
上
疏
さ
れ
て
お
り
、

-102ー

そ
の
な
か
で
も
私
奴
と
良
女
と
の
出
生
子
女
は
、
そ
の
奴
主
に
蹄
麗
さ
せ
「
従
父
制
」
を
一
層
明
確
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
寅
上
は
私
奴

の
所
有
者
で
あ
る
士
大
夫
階
級
の
利
盆
を
再
び
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
世
租
七
年
の
経
園
大
典
公
賎
僚
に
は
、
①
「
凡
賎
人
所

(
唯
賎
人
妻
良
女
、
所
生
従
父
役
)
②
「
公
私
賎
要
自
己
稗
、
所
生
給
己
之
官
主
、
妻
妾
稗
所
、
所
生
給
妻
之
官
主
、
若
妻
良

妻
市
文
喪
其
良
妻
之
稗
、
所
生
給
己
之
官
主
」
と
規
定
さ
れ
た
。

係
、
従
母
役
」

後
者
に
つ
い
て
は
、
即
ち
、
良
人
〈
雨
班
も
含
む
)
と
賎
妾
と
の
出
生
子
女
の
諦
属
は
、
高
麗
末
ま
で
「
立
賎
者
随
母
之
法
」
に
よ
っ
た
が
、

太
組
元
年
に
「
自
己
蝉
妾
所
生
、
永
放
局
良
」
(
六
年
七
月
甲
成
〉
と
す
る
賎
者
従
父
法
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、

太

宗

五

年

に

は

「

永

放

矯

良

、

充

司

宰

監

水

軍

」

つ

い

に

は

補

充

軍

の

な

か

に

「

牌

妾

産

μ

(太
宗
賀
線
五
年
九
月
戊
成
)
と
な
り
、

(
良
人
)
及

遺品矢、

公
賎
不
可
無
也
、

(
雨
班
)
と
し
て
編
入
さ
れ
た
。
し
か
し
，世
宗
朝
に
す
で
に
、
こ
の
賎
者
従
父
法
に
劃
し
て
は
、
「
公
賎
壷
魚
良
人
、
市
未
有
子

将

来

之

弊

、

其

可

不

圃

乎

。

」

と

あ

る

よ

若
皆
菟
焼
魚
良
、

必
復
求
良
人
市
役
之
、

(
世
宗
貫
録
一
一
年
七
月
己
包
〉

び
「
頭
身
者
」



う
に
、
公
奴
稗
の
減
少
や
多
く
の
公
私
賎
が
良
民
と
な
る
こ
と
に
よ
り
嘗
時
の
身
分
的
紀
綱
が
乱
さ
れ
て
い
る
と
い
う
軸
'
で
強
力
な
反
劃
が
起

り
、
つ
い
に
朝
士
品
官
と
良
人
の
「
四
十
而
無
子
」
者
の
要
稗
妾
に
よ
る
出
生
子
女
を
除
く
ほ
か
の
良
賎
相
婚
の
場
合
は
、
「
犯
法
所
生
男
女
、
円

ハ
同
一
四
年
一
二
月
乙
酉
〉
と
規
制
さ
れ
、
賓
質
的
に
隠
母
法
に
畏
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

不
可
従
尖
震
良
」

次
に
、

ω「
身
良
水
軍
者
」
と

ω「
勿
問
是
非
者
」
な
ど
の
よ
う
な
部
類
は
、
嘗
時
の
戸
籍
法
の
不
寅
に
因
る
文
契
不
明
者
及
び
何
回

も
の
排
正
事
業
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
法
定
期
限
内
に
解
決
さ
れ
ず
、
又
は
、
誤
決
さ
れ
る
場
合
に
よ
っ
て
取
り
残
さ
れ
た
良
賎
籍
不
明
者
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
太
宗
年
聞
に
「
良
践
籍
倶
不
明
、
充
司
宰
監
水
軍
」
(
太
宗
貫
録
五
年
九
月
戊
戊
)
及
び
「
公
私
相
訟
奴
稗
、
九

月
初
一
日
以
前
、
争
訟
、
氷
断
、
京
外
公
私
賎
、
訴
良
未
畢
事
、
勿
問
是
非
者
、
皆
属
補
充
軍
」
(
太
宗
貫
録
一
七
年
九
月
戊
寅
)
と
規
定
さ
れ
、

前
述
し
た
例
文
に
そ
の
ま
ま
受
け
縫
が
れ
た
。
こ
れ
ら
の
制
度
的
措
置
は
、
嘗
時
の
良
賎
籍
不
明
者
の
大
部
分
が
高
麗
末
に
お
い
て
擢
門
勢
家

に
よ
っ
て
不
法
に
拘
束
さ
れ
、
彼
ら
の
奴
蝉
と
さ
れ
た
所
謂
「
匪
良
矯
賎
」
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
身
分
の
正
嘗
な
諦
属
を
請
願
し
た
結
果
取
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
、
李
朝
擢
力
が
高
麗
末
に
按
大
さ
れ
た
治
大
な
私
田
を
抑
制
し
、
公
団
政
策

(
1科
団
法
〉
を
徹

・
底
的
に
寅
現
す
る
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
前
提
保
件
で
も
あ
っ
た
。

ω
最
後
に
、
こ
の
補
充
軍
に
配
属
さ
れ
て
い
る
五
つ
の
部
類
の
な
か
で
も
、
特
に

ω「
稽
干
稽
尺
者
」
の
場
合
は
、
ほ
か
の
四
者
と
達
っ

ち
直
接
の
良
賎
相
婚
や
不
明
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
行
な
う
と
こ
ろ
の
「
賎
役
」
の
た
め
に
補
充
軍
に
配
属
さ
れ
た
特
殊
な
形
態
で
あ
っ

た
。
高
麗
末
よ
り
李
朝
初
期
に
か
け
て
、
銭
所
で
働
く
冶
匠
は
『
識
干
』
、
瞳
盆
で
働
く
盟
夫
は
『
瞳
干
』
と
呼
ば
れ
、
『
禾
尺
』
『
楊
尺
』

⑮
 

『
水
尺
』
と
い
わ
れ
た
階
層
と
共
に
、
一
種
の
身
良
役
賎
者
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

(B) 

-103-， 

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

「
稽
干
稿
尺
者
」
が
奴
牌
に
な
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
良
民
と
す
る
た
め
の
補
充
軍
に
配

属
さ
れ
軍
役
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
様
、
高
麗
末
に
お
け
る
「
圧
」
又
は
「
鹿
」
で
耕
作
し
て
い
る
佃
戸
の
場
合
も
「
慮
干
」
又
は

「
干
尺
之
徒
」
と
呼
ば
れ
、
同
じ
時
期
に
「
今
草
陰
竹
園
農
所
、
其
稽
干
農
夫
等
、
弁
皆
分
屡
船
軍
及
漢
都
錬
瓦
軍
」
(
太
宗
賓
録
五
年
四
月
葵
亥
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
良
民
と
し
て
船
軍
な
ど
に
編
成
さ
れ
て
い
く
、
同
類
の
身
長
役
践
と
み
な
さ
れ
て
レ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
麗
末
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で
は
貴
族
や
寺
院
な
ど
の
農
妊
に
お
い
て
奴
牌
的
身
分
と
し
て
不
法
に
役
使
さ
れ
た
設
落
良
民
で
あ
る
佃
戸
が
、
李
朝
初
に
な
る
と
、
良
賎
籍

不
明
者
ど
同
様
に
園
家
の
良
民
増
員
策
に
伴
な
っ
て
、
そ
の
身
分
的
性
格
は
一
腰
良
民
的
な
も
の
と
し
て
還
元
さ
れ
る
が
、
未
だ
身
分
的
に
は

非
常
に
不
安
定
で
奴
稗
と
殆
ど
襲
り
の
な
い
立
場
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

制

以
上
の
よ
う
に
、
李
朝
初
期
に
お
け
る
奴
牌
排
正
及
び
鯖
属
問
題
、
す
な
わ
ち
、
良
賎
相
婚
者
に
よ
る
出
生
子
女
に
劃
す
る
「
従
矢
法
」
又

は
「
随
母
法
」
の
適
用
、
良
賎
籍
不
明
者
、
医
良
篤
賎
者
、
及
び
身
良
役
賎
な
ど
と
呼
ば
れ
る
諸
階
層
の
身
分
的
野
属
問
題
は
、
嘗
時
の
枇
曾

経
済
的
諸
要
因
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
、
圏
役
負
捨
者
で
あ
る
良
民
及
び
公
奴
稗
の
数
を
擦
大
し
よ
う
と
す
る

園
家
権
力
(
リ
「
園
役
」
)
と
、
一
口
で
も
多
く
の
奴
稗
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
士
大
夫
官
僚
を
中
心
と
す
る
私
的
地
主

(
H「
私
役
」
)
と
の
両
者

・の
利
害
関
係
に
よ
っ
て
常
に
規
定
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
通
り
、
初
期
に
お
け
る
奴
稗
排
正
及
び
そ
の
身
分
的
関
属
に
闘

す
る
諸
規
定
が
い
か
に
絶
え
間
な
く
流
動
的
で
あ
っ
た
か
が
ま
さ
に
そ
れ
を
物
語
っ
て
レ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
も
と
で
、
李
朝
園
家
に
よ

っ
て
と
ら
れ
た
奴
蝉
政
策
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
す
で
に
公
回
で
支
配
的
な
土
地
慣
行
と
し
て
盛
行
し
て
い
た
「
並
作
制
」
に
頼
っ
て
、
大

量
の
零
細
民
が
、
園
・
私
役
の
重
荷
か
ら
離
脱
し
て
、
多
く
の
場
合
、
再
び
、
私
的
地
主
ら
の
奴
稗
と
な
る
こ
と
を
媒
介
と
し
た
佃
戸
へ
の

-104-

編
成
と
い
う
、
嘗
時
の
祉
禽
的
保
件
を
背
景
に
し
て
、
私
奴
蝉
と
な
っ
た
そ
れ
ら
を
一
部
分
で
も
制
度
的
に
、
『
浦
、
遁
』
し
て
良
民
と
し
て
確
保

す
る
た
め
の
窮
徐
の
策
で
あ
り
、
そ
の
典
型
的
な
制
度
的
表
現
が
「
補
充
軍
」
の
設
置
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
祉
曾
的
保
件
の
も
と
で
、
李
朝
初
期
の
奴
稗
は
、
嘗
時
の
全
園
人
口
の
三
J
四
割
を
占
め
加
と
い
わ
れ
る
程
の
治
大

な
敷
の
階
層
、
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
支
配
的
な
形
態
は
、
外
居
奴
稗
H
佃
戸
的
奴
稗
で
あ
っ
て
、
他
方
で
自
作
農
で

あ
る
良
民
屠
よ
り
分
化
さ
れ
た
佃
戸
(
そ
の
二
部
は
も
は
や
奴
鱒
と
も
み
る
べ
き
だ
が
〉
と
と
も
に
嘗
時
の
生
産
関
係
(
さ
し
嘗
っ
て
「
並
作
制
」
)
の

重
要
な
基
礎
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
奴
稗
制
に
劃
す
る
許
債
、
と
く
に
生
産
関
係
に
お
け
る
奴
稗
の
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
は
非
常
に
不
足
し
て
お
り
、
今



な
お
、
奴
抽
併
に
劃
す
る
法
制
史
的
考
察
の
範
園
を
越
え
て
い
な
い
責
情
で
あ
る
。
主
人
の
家
か
ら
離
れ
て
、
濁
立
の
小
経
営
を
行
な
い
、
自
分

の
生
活
手
段
は
自
ら
確
立
し
て
い
る
佃
戸
的
形
態
た
る
小
作
人
的
奴
蝉
に
つ
い
て
は
、
主
人
の
所
有
地
を
耕
作
し
て
い
る
患
味
で
の
直
接
生
産

者
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
外
居
奴
牌
が
所
有
封
象
と
し
て
、
生
産
手
段
の
一
部
と
し
て
、
土
地
に

付
属
し
て
い
る
と
い
ヲ
捉
え
方
に
基
づ
く
規
定
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
外
居
奴
稗
に
つ
い
て
の
研
究
は
主
と
し
て
彼
ら
が
背

負
っ
て
い
る
身
貢
及
び
身
役
の
重
さ
や
身
分
的
差
別
の
甚
し
さ
に
焦
駐
を
合
せ
て
お
り
、
生
産
開
係
の
内
部
で
の
彼
ら
の
小
経
営
者
的
特
質
に

つ
い
て
は
、
全
面
的
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
沿
っ
て
、
初
期
に
お
け
る
「
並
作
制
」
の
成
立
問
題
は
、
は
じ
め
か
ら
奴
稗
制
と
は
本
質
的
に
分
離
さ
れ
、
む
し
ろ
劃

⑪
 

立
す
る
範
曙
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
嘗
時
の
奴
稗
制
が
い
か
に
多
様
な
形
態
と
内
容
を
も
っ
歴
史
的
形
態
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
経

済
的
意
義
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
析
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
戦
後
に
金
錫
亨
氏
の
『
朝
鮮
封
建
時
代
農
民
の
階
級
構
成
』

り
、
三
園
時
代
以
降
の
長
い
時
代
に
わ
た
る
概
括
的
な
研
究
に
も
拘
ら
ず
、
奴
稗
を
一
磨
小
農
民
と
み
て
、
そ
の
小
経
営
者
的
性
質
に
言
及
し

て
い
る
黙
で
非
常
に
内
容
に
と
む
示
唆
を
輿
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
氏
の
場
合
も
李
朝
初
期
に
お
け
る
土
地
所
有
関
係
を
特
徴
づ
け
る
意
味

に
お
い
て
、
外
居
奴
牌
の
性
格
を
そ
の
直
接
生
産
者

(
1努
働
主
題
〉
と
し
て
の
立
場
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
が
隷

層
的
に
し
ろ
事
寅
上
に
し
ろ
生
活
手
段
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
嘗
時
の
奴
稗
と
佃
戸
と
の
聞
に
は
、
現
責
的
に
生
々

と
互
に
轄
化
し
合
う
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
黙
な
ど
を
明
確
に
把
握
で
き
ず
、
つ
い
に
は
、
初
期
の
並
作
制
が
も
っ
時
代
的
意
義
に
つ
い
て

も
奴
稗
制
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

嘗
時
の
外
居
奴
稗
H
佃
戸
的
奴
牌
の
よ
う
に
、
小
経
営
形
態
の
上
で
は
「
並
作
制
」
に
成
長
し
な
が
ら
、
貫
際
的
に
は
土
地
に
縛
り
つ
け
ら

、
れ
、
様
々
の
身
分
的
隷
属
関
係
を
保
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
奴
牌
屠
を
も
っ
て
、
ま
ず
、
純
粋
な
率
居
奴
稗
か
ら
佃
戸
制
に
移
行
す
る
過
渡
的

初
段
階
に
お
け
る
歴
史
的
範
時
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
初
期
の
並
作
制
に
つ
い
て
は
、
奴
稗
制
か
ら
佃
戸
制
へ
の
移
行

(
一
九
五
七
年
〉
に
お
い
て
初
め
て
検
討
さ
れ
て
お
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形
態
を
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

過
程
に
お
い
て
捉
え
、
か
か
る
外
居
奴
稗
ら
の
展
開
及
び
そ
の
経
済
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
そ
れ
に
割
腹
さ
せ
な
が
ら
佃
戸
の
奴
稗
的

，276 

李
朝
初
期
に
お
レ
て
佃
戸
H
並
作
人
の
も
つ
決
定
的
な
重
要
性
と
、
そ
れ
が
も
っ
問
題
の
複
雑
さ
、
つ
ま
り
、
身
分
的
に
は
良
民
で
あ
り
小

作
形
態
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
隷
扇
形
態
は
奴
稗
的
な
も
の
か
ら
隷
属
農
民
的
な
も
の
に
到
る
あ
ら
ゆ
る
多
様
な
形
態
を
含
む
こ
と
や
、
こ
の

佃
戸
的
形
態
を
旋
回
の
軸
と
し
な
が
ら
初
期
の
全
社
曾
構
成
に
お
け
る
大
き
な
輔
換
が
達
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
の
諸
事
寅
関
係

を
認
識
し
た
上
で
、
佃
戸
の
直
接
的
隷
属
関
係
の
具
盤
的
な
分
析
に
取
り
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て
の
み
、
嘗
時
の
佃
戸
の

法
律
的
・
身
分
的
地
位
及
び
園
家
権
力
に
よ
る
役
制
編
成
、
さ
ら
に
園
初
か
ら
護
生
し
つ
つ
あ
っ
た
同
族
村
落
の
形
成
な
ど
、
初
期
批
舎
の
諸

構
成
要
素
の
具
鎧
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
、
次
節
(
下
〉
で
は
、
佃
戸
そ
の
も
の
の
存
在
形
態
、
奴
蝉
と
佃
戸

と
の
相
互
に
樽
化
し
合
う
閥
係
の
な
か
に
進
め
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
運
動
の
方
向
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

註
①
世
宗
貫
録
元
年
五
月
庚
午
の
傑

②
-
李
朝
楢
力
の
統
治
様
式
(
叉
は
財
政
制
度
)
を
嘗
時
の
身
分
制
度
及
び

土
地
制
度
(
主
に
科
回
法
)
の
う
え
か
ら
大
雑
把
に
整
理
し
て
、
そ
れ
と

並
作
制
と
の
関
係
を
筒
寧
に
園
式
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

即
ち
、
李
朝
時
代
の
身
分
制
は
、
雨
班
・
良
民
・
賎
民
(
日
奴
稗
〉
と

い
う
三
つ
の
階
層
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
身
分
闘
係

は
園
家
が
主
と
し
て
良
民
及
び
公
賎
に
到
し
て
、
軍
役
(
H
H
良
役
)
・
職
役

(
工
匠
・
吏
隷
)
・
径
役
ハ
H
H
戸
役
)
か
ら
な
る
『
園
役
』
(
公
役
叉
は
官

役
)
を
賦
課
す
る
「
公
的
」
関
係
と
、
国
役
の
封
象
と
な
ら
な
い
士
大
夫

雨
涯
を
中
心
と
す
る
奴
稗
所
有
者
が
そ
の
私
奴
稗
(
一
部
の
佃
戸
を
含
め

て
〉
に
強
制
す
る
「
私
的
」
努
役
聞
係
で
あ
る
『
私
役
』
と
に
、
大
き
J
X
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分
け
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
れ
を
土
地
制
度
の
面
か
ら
み
る
と
、
園
初

〔
公
団
〕

〔
私
問

〔
並
作
〕

問

主
↑
|
|
|
佃

戸
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に
は
全
闘
の
主
地
は
「
公
団
」
と
「
私
田
」
と
に
分
け
、
主
に
標
準
的
自

作
農
を
中
心
と
す
る
良
民
層
ハ
叉
は
公
賎
を
含
め
て
)
が
「
公
租
」
(
米

三
十
斗
)
を
園
家
に
納
め
る
土
地
を
「
公
団
」
と
し
、
園
家
が
官
僚
を
中

心
と
す
る
雨
班
暦
に
そ
の
牧
租
樋
〈
私
租
米
三
十
斗
〉
を
委
譲
し
て
税

二
斗
の
み
を
徴
牧
す
る
土
地
を
「
私
回
」
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
『
地
作

牢
枚
』
制
は
闘
家
の
政
租
飽
系
の
外
部
で
行
な
わ
れ
た
「
私
的
」
な
土
地

慣
行
で
あ
っ
て
、
高
麗
末
に
は
私
回
を
中
心
に
盛
行
し
て
い
た
。
そ
の

潟
、
李
朝
に
入
つ
て
は
特
に
「
科
団
法
」
の
賞
施
を
通
じ
て
、
私
聞
を
大

幅
に
抑
制
し
並
作
制
禁
令
を
愛
し
た
の
で
、
私
田
宇
牧
制
は
主
に
公
国
の

内
部
に
浸
透
し
て
盛
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
園
役
か

ら
離
脱
し
た
波
落
良
民
は
副
知
役
の
た
め
に
私
奴
鮮
と
し
て
の
地
位
を
媒
介

と
し
た
佃
戸
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
〈
「
私
役
」
閥
係
と
し
て
の
蛍
作
制
の

成
立
〉
後
期
の
仁
租
朝
に
な
る
と
、
公
私
回
の
直
別
や
公
租
・
税
の
差
も

つ
い
に
な
く
な
り
、
国
家
の
土
地
に
射
す
る
租
税
は
全
園
的
に
統
一
さ
れ

一
結
笛
り
四
J
二
十
斗
と
な
り
、
地
主
・
佃
戸
の
関
係
の
中
か
ら
う
ま
れ

る
「
字
放
」
地
代
の
一
部
と
し
て
の
性
格
に
定
着
す
る
。
従
っ
て
、
並
作

制
の
公
認
(
一
四
六
九
年
〉
以
前
で
あ
る
李
朝
初
期
に
は
、
公
団
の
中
に

私
田
の
「
私
役
」
的
関
係
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
益
作
制

が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
し
て
そ
の
黙
で
奴
稗
と
佃
戸
と
の
聞
に

互
に
抽
開
化
し
合
う
契
機
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
。

③
世
宗
貫
録
「
一
十
六
年
間
七
月
辛
丑
の
係
。

④
周
藤
吉
之
「
高
麗
末
期
よ
り
朝
鮮
初
期
に
至
る
奴
縛
の
研
究
」

ω(歴

史
皐
研
究
第
九
谷
第
二
続
〉
十
八
頁
。
氏
の
所
蔵
し

τい
る
黄
海
道
載
寧

の
奴
縛
文
書
の
な
か
で
の
一
文
で
あ
る
。

⑤
例
え
ば
、
象
村
申
欽
〈
一
五
六
六
J
一
六
二
八
年
〉
の
『
山
中
濁
言
』

の
一
節
に
つ
・
:
:
新
卜
之
地
、
奮
有
賎
人
池
孫
者
家
駕
、
故
老
相
停
風
水

甚
佳
、
余
雌
稔
閲
其
税
、
而
難
於
求
買
、
高
暦
戊
申
、
池
之
子
遁
来
襲

費
、
余
使
東
陽
輿
直
結
券
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
高
級
官
更
で
あ
っ
た
象

村
と
い
う
者
さ
え
も
賎
人
池
孫
の
家
を
本
人
が
寅
る
ま
で
買
う
こ
と
が
で

き
ず
、
叉
、
買
う
場
合
で
も
そ
の
代
償
と
設
懇
文
件
を
作
成
し
て
奥
え
て

い
た
事
賓
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
て
も
嘗
時
の
外
居
奴
縛
が
も
っ

た
財
産
に
劃
す
る
権
利
は
相
嘗
な
水
準
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

@
『
経
世
遺
表
』
地
官
修
制
田
制
別
考
二
。

⑦
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
深
谷
敏
鍛
「
朝
鮮
世
宗
期
に
お
け
る
東
北
港
彊
へ

の
第
一
次

(
J
四
次
)
の
徒
民
入
居
に
つ
い
て
」
(
朝
鮮
拳
報
第
九
、
一

四
、
一
九
、
一
二
・

二
輯
)
、

叉
は
、
李
仁
策
「
李
氏
朝
鮮
世
組
時
の
北

方
移
民
政
策
」
(
震
値
事
報
第
十
五
貌
)
が
詳
し
い
。

③
定
宗
貫
録
元
年
六
月
甲
寅
の
篠
に
「
:
:
:
有
以
負
債
良
人

・
異
土
人
口

-
典
笛
奴
稗
・
他
人
奴
解
、
震
自
己
奴
稗
、
汎
濫
載
録
者
」
と
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
嘗
時
、
法
的
に
も
負
債
良
民
・
流
民
ら
を
自
分
の
奴
縛
と

す
る
こ
と
は
、
他
人
及
典
嘗
奴
稗
の
不
法
占
有
と
同
様
の
も
の
と
し
て
禁

じ
て
い
る
の
、
が
知
ら
一れ
る
。

，

⑨

嘗

時
の
農
民
の
経
営
規
模
に
つ
い
て
は
、
「
小
民
之
回
、
不
過
一
二
結

多
失
」
(
世
宗
賓
録
二
八
年
六
月
甲
寅
)
、
「
田
五
結

・
男
女
五
目
以
上
気

下
戸
」
(
太
宗
貫
録
六
年
一
一
月
美
酉
)
、
「
下
三
道
地
窄
民
調
、
耕
三
結

之
家
、
有
子
三
人
、
若
分
英
国
、
則
一
人
只
耕
一
結
」
(
世
宗
貫
録
二
三

年
一
二
月
〉
と
あ
る
よ
う
な
貫
録
記
事
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
結
嘗
り

の
生
産
吉
岡
に
つ
い
て
は
「
一
結
所
出
、
多
則
途
五
六
十
石
、
少
不
下
二
三

十
石
」
(
増
摘
文
献
備
考
・
田
賦
考
八
u
、
ご
結
之
回
、
其
得
穀
多
者
、

八
百
斗
也
、
少
者
六
百
斗
也
、
下
者
四
百
斗
而
己
」
(
牧
民
心
書

・
戸
典
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税
法
傑
〉
な
ど
の
記
録
が
あ
る
。

⑪
「
:
:
:
以
此
公
魔
漏
落
奴
解
、
多
至
数
蒔
絵
口
、
奥
其
永
失
敬
高
齢
陣
口

容
失
三
分
之
一
、
以
得
二
分
」
(
世
租
質
鈴
六
年
七
月
庚
子
)

⑪
『
大
東
牌
林
』
の
中
に
は
、
壬
辰
飢
の
時
に
有
名
だ
っ
た
義
兵
将
で
あ

る
金
徳
齢
ハ
一
五
六
七
J
一
五
九
六
年
〉
に
闘
す
る
文
章
が
あ
り
、
そ
の

一
部
に
彼
の
妻
家
の
外
居
奴
稗
に
つ
い
て
「
:
:
:
只
縁
家
計
貧
察
、
作
某

郷
推
奴
之
行
、
奴
之
族
黛
強
盛
:
:
・
(
中
略
〉
:
:
:
接
待
歎
厚
、
或
請
納

賞
、
或
謂
蝋
良
;
・
:
ハ
中
略
〉
:
:
:
願
奉
三
千
金
銭
幣
、
幸
公
子
銭
老
倫

周
章
、
菟
被
主
家
之
責
一

J

一
口
、
将
軍
許
之
:
;
:
」
と
あ
る
よ
う
な
記
録
が
あ

る
。
卸
ち
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
彼
が
納
責
し
て
い
な
い
妻
家
の
外
居
奴
稗

を
推
刷
し
に
い
っ
た
時
、
そ
の
奴
紳
ら
が
上
典
家
の
問
責
を
兎
れ
る
た
め

に
、
三
千
金
と
い
う
莫
大
な
金
額
の
上
納
を
提
議
し
て
い
る
こ
と
や
、
彼

ら
は
す
で
に
逮
地
で
濁
立
生
活
を
脇
田
み
、
上
典
の
土
地
を
耕
作
し
て
い
な

い
こ
と
、
そ
し
て
上
典
家
よ
り
も
は
る
か
に
富
裕
な
吠
態
で
あ
る
こ
と
な

ど
が
窺
わ
れ
る
。

⑫
粛
宗
十
六
年
(
一
六
九

G
年
)
大
丘
府
下
敷
カ
面
の
三
千
絵
戸
の
戸
籍

蜜
帳
を
資
料
と
し
て
分
析
し
た
四
方
博
氏
の
一
研
究
に
よ
れ
ば
、
省
時
の

奴
紳
戸
の
構
成
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〈
李
朝
人
口
に
関
す
る
一
研

一

/
/

一

濁
立
戸

(1外
居

)

奴

鱒

一

主

家

率

居

奴

縛

一
私
奴
一
て
九
ご

O
人
士
一
一
二
三
%
一
七
二
五
人
一
二
一
-
一
δ
%

一
私
竺
=
、

O
九
一
一
一
一
一
五
・
一
八
一
九
八

o
-
一
六
・
四
九

序

恒

一

一

H
「
h
い

一

官

主

一

一

l

-

l

一一一一

二

-
O五

一O
六

一
・
七
八

究
」
『
朝
鮮
枇
曾
経
済
史
研
究
』
所
枚
)

削
即
ち
、
私
奴
稗
が
全
奴
稗
数
の
九
五
%
を
占
め
て
お
り
、
官
奴
鮮
の
全
部

と
私
奴
牌
の
七
割
以
上
が
濁
立
戸
の
外
居
奴
鮮
で
あ
る
こ
と
が
一
示
さ
れ
て

い
る
。

⑬
『
東
野
会
斡
』
伺
の
ー
に
は
、
壬
辰
飢
時
の
義
兵
将
郭
再
一
怖
の
夫
人
が

率
居
奴
稗
各
五
口
に
「
租
三
十
包
」
と
「
牛
三
隻
」
を
も
た
せ
茂
朱
山
峡

に
外
居
さ
せ
る
時
に
次
の
よ
う
に
命
じ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

汝
其
駄
租
於
牛
、
入
茂
朱
某
虞
深
峡
中
、
祈
木
築
室
、
春
租
篤
農
糧
、

墾
耕
火
舎
、
弗
幽
盟
草
、
以
種
黍
莱
、
毎
秋
只
以
牧
穫
都
微
生
白
我
、
粟

則
作
米
儲
置
、
課
歳
如
是
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
糧
穀
や
農
牛
な
ど
を
給
し
て
開
墾
小
作
さ
せ
て
お
り
、

特
に
「
黍
」
と
「
莱
」
と
を
播
種
・
牧
穫
さ
せ
、
そ
の
う
ち
、
粟
の
み
を

身
貫
一
と
し
て
納
め
る
よ
う
に
し
、
残
り
は
奴
縛
の
生
活
手
段
に
充
て
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
を
以
て
、
率
居
奴
牌
か
ら
外
居
奴
稗
へ
の

移
行
の
諸
様
相
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合

の
如
く
、
直
接
に
奴
稗
が
開
墾
す
る
時
は
、
地
主
の
所
有
地
を
耕
作
し
な

が
ら
外
居
す
る
場
合
よ
り
は
土
地
経
営
の
濁
立
性
は
高
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
一
慮
、
地
主
の
後
援
に
よ
り
外
居
し
た
そ
の
翌
年
か
ら
は
種
子

や
農
牛
な
ど
を
借
り
る
こ
と
が
再
び
あ
っ
て
も
、
経
営
諸
保
件
の
大
部
分

は
自
分
で
ま
か
な
い
、
土
地
を
借
り
た
場
合
は
校
穫
の
半
分
、
そ
し
て
種

子
・
糧
般
・
農
牛
の
使
用
料
を
含
め
た
分
を
支
排
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑭
補
充
軍
に
つ
い
て
は
、
有
井
智
徳
「
朝
鮮
補
充
寧
考
」
(
朝
鮮
事
報
第

一
一
十
一
・
二
斡
〉
な
ど
が
詳
し
い
。

⑮
「
兵
曹
磨
、
才
人
・
禾
尺
、
本
是
良
人
業
賎
腕
殊
、
民
皆
鼠
鋳
異
類
、
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差
奥
借
用
婚
、
誠
可
憐
側
、
乞
改
蛾
『
白
了
』
、
令
卒
民
相
婚
雑
慮
、
籍
其
戸

口
給
閑
園
、
奥
多
占
陳
荒
人
回
、
使
之
業
農
、
除
回
滋
之
役
、
錨
柳
器
・

皮
質
筋
角
之
責
、
以
安
其
生
」
(
世
宗
貫
録
五
年

-
O月
乙
卯
)

⑮
金
載
珍
『
戸
口
主
経
済
愛
農
』
(
一
九
六
六
年
〉
四
十
二
頁
に
よ
れ
ば
、

世
宗
朝
の
全
商
人
口
を
約
四
百
高
人
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
叉
、
世
宗
賓

録
十
二
年
十
一
月
の
僚
の
記
事
に
は
「
我
園
人
民
無
慮
一
百
蔦
戸
」
と
あ

り
、
そ
れ
に
一
戸
嘗
り
卒
均
家
族
数
を
四
J
五
人
と
す
れ
ば
、
約
四
J
五

百
高
人
程
度
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
叩
そ
こ
で
、
成
宗
貫
録
一
五
年
九

月
壬
寅
僚
に
記
さ
れ
て
い
る
逃
漏
公
私
奴
稗
一
百
高
名
と
嘗
時
に
確
保
さ

れ
た
京
外
公
賎
三
十
六
高
徐
名
、
そ
し
て
「
我
圏
直
肱
軍
役
者
才
十
五
世
間
、

而
私
賎
多
至
四
十
除
菌
」
ハ
増
補
文
献
備
考
・
戸
口
法
奴
稗
篠
〉
、
に
あ
る
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十
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J
一
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O
高
名
程
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稗
ん

口
、が
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さ
れ
る
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こ
の
数
字
は
非
常
に
不
正
確
で
あ
る
が
、
李
朝
後
期

の
資
料
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嘗
時
の
諸
記
録
か
ら
み
て
、
す
く
な
く
と
も
三
割
以
下
に
は
下

ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

@
例
え
ば
、
李
朝
初
期
の
私
的
土
地
所
有
に
関
す
る
最
近
の
研
究
で
あ
る
、

有
井
智
徳
氏
の
「
李
朝
初
期
の
私
的
土
地
所
有
関
係
」
〈
朝
鮮
史
研
究
曾

'論
文
集
第
一
一
己
、
叉
は
、
族
因
縁
氏
の
「
李
朝
初
期
の
公
回
」
〈
同
〉
に
お

・

い
て
も
《
奴
稗
を
つ
か
う
経
営
》
と
《
並
作
半
牧
》
制
と
は
別
々
の
経
営

様
式
と
し
て
百
四
一
別
し
て
お
り
、
爾
者
の
開
連
性
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
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A Historicalstudy Of the Formation Process of the

Sharecropping System ( the Bun!jjakhansu並作牛牧

制）of the Yi Dynasty

　　　　　　　　　　　

bｙ　Ｈｏｎｇ　Sife　Ｋiｍ

　　

This paper ｅχamines the internal structure and character of relations

between the feudal landlords and the tenants during the early Yi dynasty.

in connection with the formation of the sharecropping system （bｕｎｇ-

jdkhanｓｕ並作半収) under which a rent of 50％ was paid. Within

this system the establishment of tｅｎａｎｃｙl（佃戸制）ａｎｄthe alternative of

slavery C奴婢制）ｗｅｎt together hand in hand to create ａ turning point

in the history of the Yi dynasty. ｀

　　

It is to be noted, first, that there were already many dependent

peasants in ａ form of slavery, in essence formally the same as tenant

farming ；and the dependent slaves （外居奴婢) and the tenants introduced

correlated changes into one another in the early period. It should not

be forgotten that underlying this was always the law of historical

movement which specifies that slavery is converted into tenancy｡

　　

In consequence, the status system, and the public labour service （國

役）ａｓits direct ｅχpression, might be kept under control by the situation

of the direct producer under the sharecropping system｡

　　

The rent system of this period was indeed characterized by consta,nt

antagonism between public labour (military and professional, on the

part of free persons) and private labour （私役), that is, the slave labor

relationship between the Yangban 雨班and the Sanobi 私奴婢｡

　　

In short, this rent system arose out of the tendency of the tenantry

to be drawn into the slave labour relationship, under patriarchal ｃｏ』.

pulsion, and at the same time was advanced by the imbalance　of the

public labour system.　The study of this phenomenon will be ａ major

aid towards understanding the characteristics of the community which

constituted ａ majority in the villages during the early Yi dynasty period.

- ３－


